
Q&A

Q1
補助対象となるロボット
の要件はどのようなもの
ですか。

A1 施設内の掃除を行う自走式の機器（掃除ロボット）、又は、配膳や
下膳を行う自走式の機器（配膳ロボット）です。

Q2 ロボットの使用場所等につ
いて、制限はありますか。

A2

補助対象施設内で使用するものであれば対象となります。併設の施
設・事業所との共用部分等で使用しても差し支えありません。
なお、ロボットの使用にあたっては、利用者の居住環境や安全の確保
等に十分に配慮してください。

Q3
掃除・配膳ロボット導入支
援の補助対象経費はどの
ようなもですか。

A3
備品購入費については、「使用可能期間が１年以上かつ取得価額が
１０万円以上」の物品が対象となります。ただし、これらの費用に係る
消費税及び地方消費税は補助対象経費に含みません。

Q4
ロボットの配送料や環境
設定に関する費用は対象
となりますか。

A4

ロボットを納品する委託先事業者が直接実施するものは、対象となり
ます。
なお、この場合、当該費用を含めた金額で競争入札又は複数の相手
方による見積り合わせ等を行ってください。

Q5

掃除・配膳ロボットの購入
経費にポイントが付与され
る場合は、どのように扱え
ばよいですか。また、ポイ
ントカード等の利用により、
支払うことは可能ですか。

A5
掃除・配膳ロボットの購入金額に応じて、後日、利用可能なポイントが
付与される場合、実質的には、購入費の割引に相当しますので、ポイ
ント加算額分を補助対象経費から控除してください。

Q6

同一施設において、「掃除
ロボット」又は「配膳ロボッ
ト」を複数台導入しても補
助対象となりますか。

A6

複数台導入しても、対象となります。
ただし、補助額は、1施設当たり、2,400千円と、補助対象経費の実支
出額とを比較して、低い方の額に２分の１を乗じた額となります（最大
で1,200千円）。

Q7

同一施設において、「掃除
ロボット」と「配膳ロボット」
の双方を導入することは
可能ですか。

A7

同一施設において、「掃除ロボット」「配膳ロボット」の双方を導入する
ことは可能ですが、補助額は、1施設当たり、2,400千円と、補助対象
経費の実支出額とを比較して、低い方の額に２分の１を乗じた額とな
ります（最大で1,200千円）。

Q8 他の補助金と重複した申
請は可能ですか。

A8

他の公的制度の対象となっている事業、他の制度により補助されてい
る事業は補助対象となりません。補助対象内容が同一の補助金を重
複して受けることはできませんので、どの補助金を活用するかよく検
討してください。

Q9 来年度も引き続き事業実
施されますか。

A9 来年度の事業実施については未定です。


